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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第66期

第３四半期累計期間
第67期

第３四半期累計期間
第66期

会計期間
自 平成29年８月21日
至 平成30年５月20日

自 平成30年８月21日
至 令和元年５月20日

自 平成29年８月21日
至 平成30年８月20日

売上高 (千円) 5,313,985 5,556,549 7,159,805

経常利益 (千円) 269,084 213,106 324,430

四半期(当期)純利益 (千円) 181,121 146,460 215,287

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 460,000 460,000 460,000

発行済株式総数 (株) 6,000,000 6,000,000 6,000,000

純資産額 (千円) 4,599,916 4,692,728 4,627,120

総資産額 (千円) 7,168,888 7,151,136 6,872,138

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 30.19 24.41 35.88

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 5.00 6.00 12.0

自己資本比率 (％) 64.2 65.6 67.3
 

　

回次
第66期

第３四半期会計期間
第67期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成30年２月21日
至 平成30年５月20日

自 平成31年２月21日
至 令和元年５月20日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 19.64 20.42
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資損益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業内容について重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

   文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半

期会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前

会計年度との比較・分析を行っております。

（１）経営成績の分析

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益が堅調に推移したことにより、雇用情勢や所得環境の緩

やかな改善傾向が続き、景気は回復基調で推移してまいりましたが、米中の通商政策に基づく貿易摩擦や中国経済

の減速、英国のＥＵ離脱を巡る混迷が続く等、海外経済の不確実性の高まりにより、景気後退への不安が拡がりま

した。

印刷業界におきましては、Web化等による印刷需要の減少、競争激化による受注価格下落の影響を受け、引き続

き厳しい状況が続いております。

このような状況のもと、当社は引き続き最新鋭の印刷機等設備導入により生産体制の強化を図るとともに、独自

技術によるＤＰ（データプリント）を中心としたサービスの製品開発やサービスの充実、大都市圏での販売力強化

とともに、販売マネジメントと顧客管理技術の強化による創注や、原価構造改善に積極的に取り組んでまいりまし

た。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は55億56百万円（前年同四半期比4.6％増）となりました。利益面に

ついては、人員増による人件費や外注加工費の増加などにより、営業利益は２億５百万円（前年同四半期比22.4％

減）、経常利益は２億13百万円（前年同四半期比20.8％減）、四半期純利益は１億46百万円（前年同四半期比

19.1％減）となりました。

 
 品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。

 
 

前第３四半期累計期間
（自 平成29年８月21日
 至 平成30年５月20日）

当第３四半期累計期間
（自 平成30年８月21日
 至 令和元年５月20日）

 
売上金額（千円） 売上金額（千円） 前年同四半期比(％)

 
ＢＦ複合サービス 903,569 833,701 92.3

 
企画商印サービス 266,743 259,398 97.2

 
ＩＰＤＰサービス 1,199,373 1,347,012 112.3

 
ＤＭＤＰサービス 2,944,299 3,116,437 105.8

 合   計 5,313,985 5,556,549 104.6
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（２）財政状態の分析

（資産）

当第３四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度と比べ２億78百万円増加し、71億51百万円となりまし

た。

主な要因は、流動資産の現金及び預金が１億30百万円、有形固定資産のリース資産（純額）が１億15百万円減少

したものの、流動資産の受取手形及び売掛金が１億59百万円、仕掛品が45百万円、有形固定資産の機械及び装置

（純額）が３億41百万円増加したことによるものです。

 
（負債）

当第３四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度と比べ２億13百万円増加し、24億58百万円となりまし

た。

主な要因は、固定負債のリース債務が１億1百万円、固定負債のその他に含まれる長期未払金が27百万円減少し

たものの、流動負債の短期借入金が２億70百万円、賞与引当金が55百万円、固定負債の退職給付引当金が49百万円

増加したことによるものです。

 
（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度と比べ65百万円増加し、46億92百万円となりまし　

た。主な要因は、利益剰余金が68百万円増加したことによるものです。

 
(３)経営方針・経営戦略等

　　当第３四半期累計期間において、経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

　

(４)事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第３四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(５)研究開発活動

　　当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は66,494千円であります。

 　 なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(令和元年５月20日)

提出日現在発行数(株)
(令和元年６月21日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,000,000 6,000,000
名古屋証券取引所
（市場第二部）

単元株式数 100株

計 6,000,000 6,000,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

 平成31年２月21日～
 令和元年５月20日

― 6,000,000 ― 460,000 ― 285,200
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成31年２月20日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成31年２月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

 無議決権株式 ― ― ―

 議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 300
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,999,300
 

59,993 ―

単元未満株式 普通株式 400
 

― ―

発行済株式総数 6,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 59,993
―
 

 

 

② 【自己株式等】

  平成31年２月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
福島印刷株式会社

石川県金沢市佐奇森町ル６ 300 ― 300 0.01

計 ― 300 ― 300 0.01
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成31年２月21日から令和元年

５月20日まで)及び第３四半期累計期間(平成30年８月21日から令和元年５月20日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。　
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成30年８月20日)
当第３四半期会計期間
(令和元年５月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 655,344 524,604

  受取手形及び売掛金 1,001,269 1,160,437

  電子記録債権 363,511 379,656

  製品 86,382 100,381

  仕掛品 86,026 131,528

  原材料及び貯蔵品 82,647 89,661

  その他 76,664 51,069

  貸倒引当金 △561 △814

  流動資産合計 2,351,283 2,436,523

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 1,184,923 1,194,547

   機械及び装置（純額） 1,261,428 1,602,550

   土地 965,106 965,106

   リース資産（純額） 447,522 332,018

   その他（純額） 227,092 178,783

   有形固定資産合計 4,086,072 4,273,006

  無形固定資産 130,976 114,319

  投資その他の資産 ※１  303,806 ※１  327,287

  固定資産合計 4,520,855 4,714,612

 資産合計 6,872,138 7,151,136
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成30年８月20日)
当第３四半期会計期間
(令和元年５月20日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 228,881 235,577

  短期借入金 410,040 680,040

  リース債務 160,074 139,308

  未払法人税等 45,145 55,528

  賞与引当金 92,527 147,962

  役員賞与引当金 13,200 6,570

  その他 467,012 459,421

  流動負債合計 1,416,881 1,724,408

 固定負債   

  長期借入金 274,950 259,920

  リース債務 335,795 234,790

  退職給付引当金 135,616 184,708

  資産除去債務 13,895 13,895

  その他 67,879 40,685

  固定負債合計 828,136 733,999

 負債合計 2,245,017 2,458,408

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 460,000 460,000

  資本剰余金 285,200 285,200

  利益剰余金 3,824,760 3,893,226

  自己株式 △113 △113

  株主資本合計 4,569,847 4,638,312

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 57,272 54,415

  評価・換算差額等合計 57,272 54,415

 純資産合計 4,627,120 4,692,728

負債純資産合計 6,872,138 7,151,136
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 平成29年８月21日
  至 平成30年５月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成30年８月21日
　至 令和元年５月20日)

売上高 5,313,985 5,556,549

売上原価 4,017,502 4,295,132

売上総利益 1,296,482 1,261,417

販売費及び一般管理費 1,031,222 1,055,569

営業利益 265,260 205,847

営業外収益   

 受取利息 22 15

 受取配当金 1,372 1,434

 作業くず売却益 11,473 10,166

 その他 2,806 4,185

 営業外収益合計 15,675 15,801

営業外費用   

 支払利息 11,851 8,542

 営業外費用合計 11,851 8,542

経常利益 269,084 213,106

特別利益   

 固定資産売却益 ― 199

 特別利益合計 ― 199

特別損失   

 固定資産除却損 408 2,020

 特別損失合計 408 2,020

税引前四半期純利益 268,676 211,285

法人税、住民税及び事業税 101,000 91,500

法人税等調整額 △13,445 △26,674

法人税等合計 87,554 64,825

四半期純利益 181,121 146,460
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【注記事項】

（追加情報)

　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

　会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 

(四半期貸借対照表関係)

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の金額

 
前事業年度

(平成30年８月20日)

当第３四半期会計期間

(令和元年5月20日)

投資その他の資産　　　　 848千円 614千円
 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
(自　平成29年８月21日
　至　平成30年５月20日)

当第３四半期累計期間
(自　平成30年８月21日
　至　令和元年５月20日)

減価償却費 538,264千円 517,591千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 平成29年８月21日 至 平成30年５月20日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年９月29日
取締役会

普通株式 41,997 7.00 平成29年８月20日 平成29年11月17日 利益剰余金

平成30年３月27日
取締役会

普通株式 29,998 5.00 平成30年２月20日 平成30年４月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

当第３四半期累計期間(自 平成30年８月21日 至 令和元年５月20日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年９月28日
取締役会

普通株式 41,997 7.00 平成30年８月20日 平成30年11月16日 利益剰余金

平成31年３月26日
取締役会

普通株式 35,997 6.00 平成31年２月20日 平成31年４月24日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

   前第３四半期累計期間(自 平成29年８月21日 至 平成30年５月20日)

当社は、印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

   当第３四半期累計期間(自 平成30年８月21日 至 令和元年５月20日)

当社は、印刷事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期累計期間
(自 平成29年８月21日
至 平成30年５月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成30年８月21日
至 令和元年５月20日)

　　１株当たり四半期純利益金額 30円19銭 24円41銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益　　　　　　　　　　　 (千円) 181,121 146,460

   普通株主に帰属しない金額           (千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益 　　　　（千円） 181,121 146,460

   普通株式の期中平均株式数           (株) 5,999,635 5,999,634
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】

平成31年３月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

中間配当による配当金の総額・・・・・・・ 35,997千円

１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・ 6.00円

支払請求権の効力発生日及び支払開始日・・平成31年４月24日

（注）平成31年２月20日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

令和元年6月21日

福島印刷株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 池　　田　　裕　　之 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三　　宅　　孝　　典 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている福島印刷株式会

社の平成30年８月21日から令和元年８月20日までの第67期事業年度の第３四半期会計期間(平成31年２月21日から令和元

年５月20日まで)及び第３四半期累計期間(平成30年８月21日から令和元年５月20日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、福島印刷株式会社の令和元年５月20日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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